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火 葬 場 の 改 築 を 進 め ま す
　～広域葬斎センター改築基本計画の策定～

　新発田地域の火葬場（広域葬斎センター「願文院」）は、建設から約 38 年が
経過し、施設全体の老朽化や火葬需要の増加に伴う構造上の問題を多く抱えて
いることから、利用者のニーズに適切に対応することが困難になっています。
　これらの諸課題を解決するために、改築整備に向けた基本的な考え方を取り
まとめ、「広域葬斎センター改築基本計画」を策定しました。
　現在の駐車場スペースを建設用地として活用し、2階建て構造として整備を
進めていきます。

現施設の現状と課題

新火葬場の改築基本方針

整備スケジュール

●建物の耐震性が不十分で、設備も老朽化が進行� ●施設のバリアフリーが未対応� � �

●火葬炉設備が旧式のため、会葬に長時間を要する� ●遺族へのプライバシー配慮に欠ける

多様化する葬儀形態に対応できる施設

・落ち着きと安らぎがあり、将来の火葬需要と多様化する葬儀形態に対応

安心して利用でき、人にやさしい施設

・すべての人が使いやすいユニバーサルデザインの採用

周辺地域や環境に配慮した経済的な施設

・地域の火葬風習に配慮するとともに、省エネルギーかつ周辺環境等に配慮

平成 30 ～ 31 年度

・調査、設計

平成 32 ～ 33 年度

・新施設建設工事

平成 34 年度～

・供用開始
・現施設解体工事

災害に強い施設

・災害時の非常事態でも事業継続が可能

※工事期間中は駐車スペースが狭くなるため、車両の乗り入れ規制について、
　ご協力をお願いするとともに広報等でもお知らせします。

【問い合わせ】　新発田地域広域事務組合　業務課　 ☎ 0254-26-1501（代表）

現施設

P

新施設

新施設の配置イメージ
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消防庁舎の現状と課題

・複雑多様化する災害への対策
・車両の大型化や資機材の増加

消　防　活　動　の　多　様　化

・消防職員の訓練環境の整備
・各地区に所属する消防団の訓練環境及び連携強化

訓　練　環　境　の　整　備

・人口減少、高齢化の進展による救急需要への対応

環　境　変　化　へ　の　対　応

新発田地域広域消防

各消防庁舎の改築を
　　　　　　　進めています
　
    ～消防庁舎再編整備計画の策定～

　当広域消防の各庁舎は、経年による老朽化に加え、車両の大型化や資機材が増加し、保管
スペースの確保が難しくなっています。また、職場環境や衛生面においても様々な課題を抱
えています。
　これらの諸課題を解決するために、老朽化した消防庁舎の再編整備を推進することで、当
広域管内の災害時における防災拠点施設としての強化を図り、安全・安心な地域づくりに貢
献することを目的として「新発田地域広域消防庁舎再編整備計画」を策定しました。

・経年劣化による建物、設備の老朽化の進行と維持補修費の増高

施  設  の  老  朽  化

現・加治川出張所
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消防本部
新発田署
平成 31 年度以降
事業着手予定

（広域合同庁舎と統合）

胎内消防署

平成 37 年度以降
事業着手予定

消防庁舎整備の基本方針

各消防庁舎の再編イメージ

機動力の確保と
人材育成の強化
・�平常時及び大規模災害時
の対応強化

・�訓練環境整備及び非常備
消防団との連携強化

救急需要等の
変化への対応
・�署所の適正配置と警備範
囲を再構築

・�9 庁舎から 7 庁舎へ再編
（消防車両及び消防士、救
命士を適正に配置 )

老朽化への対応
・����耐震性の確保及び防災、
� 活動拠点の整備

・�大型消防車両や資機材等の
保管スペース確保

・�女性消防職員の活動を推進
するための職場環境の整備

［仮称］
北 分 署
移転改築後
平成 32 年度
運用開始予定

聖籠分署
平成 40 年度以降
事業着手予定

中央分署
平成 29 年 7 月
運用開始

豊浦出張所
平成 32 年度以降
事業着手予定

［仮称］
川東出張所
平成 31 年度以降
事業着手予定

加治川

出張所

統　合 統　合

各計画年度については、現時点のものであり、用地等の状況により変更となる可能性があります。

【問い合わせ】 新発田地域広域消防本部　総務課
  ☎ 0254-22-3789（直通）　E-mail:ssoumuka@shibata-kouiki.jp

紫雲寺

出張所

黒　川

出張所

胎　内

消防署
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養護老人ホームあやめ寮
☎ 0254-24-1581( 直通 )

広域消防警防課
☎ 0254-22-9073( 直通 )

新発田広域クリーンセンター
☎0254-24-6217(直通 )

指定管理者制度とは？

混雑するのっていつ頃？

救急医療電話相談って、どんな相談ができるの？ 大人(概ね１５歳以上の方）対象

・「公の施設」の管理運営を広く民間企業や社会福祉法人等に任せることができる制度です。
・�指定管理者制度へ移行することで、民間の経営手法やノウハウを活用した質の高い支援サービスが効率的に提供され、
より一層のサービス向上が期待できます。

・�月曜日や土曜日、連休明けが混みやすく、
30分ほど待っていただく場合もあります。
・�午前11時頃にはごみ収集運搬車が集中す
るため、混雑します。

・�経験豊富な看護師などが医療機関の受診の必要性や、対処方法等について助言します。
・�主に発熱、頭痛、腹痛、吐き気など急な病気やけが等に関する相談になります。
・�注）この電話相談は、診療行為、医療行為ではなく、電話での助言により相談者の判断の参考としていただくものです。

・社会福祉法人　愛宕福祉会

・平成 30年 4月1日～平成 35年 3月31日まで

ホームページ上に半年間分の混雑予想カレンダーを定期的に掲載しています。（過去５年間のデータをもとに作成）

　養護老人ホームあやめ寮は、新発田地域老人福祉保健事務組合が直営により管理運営を行って
いましたが、平成 30年 4月 1日から指定管理者制度へ移行します。

指定管理法人

指定管理期間

毎日(１９時～翌朝８時）

相談時間 夜間に救急車を呼ぶ？病院に行く？
迷ったときは・・・

#

#

7

8

1

0

1

0

9

0
ダイヤル回線・IP電話・PHSからは 025-284-7119

ダイヤル回線・IP電話・PHSからは 025-288-2525

4 月
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 21 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

5 月
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

6 月
日 月 火 水 木 金 土

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

大変混雑 混雑 やや混雑 閉場日

次号は平成 30 年 4 月発行の予定です。
市町によって配布日が異なります。「新発田地域
広域事務組合　広報」に関する皆さんからのご
意見、ご感想をお待ちしています。
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新発田地域広域 検 索

県内のプッシュ回線・
携帯電話からは

指定管理者制度への移行について（お知らせ）

ゴミの自己搬入　混雑予想カレンダーを掲載しています

救急医療電話相談を開始しました

15 歳未満のお子さんには

小児救急医療電話相談


